
書式第 12号 (法第 28条関係 )

2019年 度  事 業 報 告 書

生立上宣コ壺勤墜塾盪塾 堕2土 丞空=[1■
ゾ≧国際整壁

1 事業の成果

今年度は、茨城県内の留学生および外国人技能実習生の生活サポー トとして、友人や関係者 より提供

いただいた冬服の寄贈をおこないました。

また、企画 していた国際交流イベン トやセ ミナー等は、新型コロナウイルス蔓延により延期または中

止 となりましたが、オンラインによる企画に切 り替え計画 し直すことで、今後広 く活動をしてゆく為の

オンライン環境の準備を早めにスター トさせることができました。

2 事業の実施に関する事項

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【   0】 千円)

事 業 報 告 用

足秋 に記 載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千 円)

在 日外国人の
健全な生活保
護 。相談又は
その他支援事
業

日本
よび

|

冬服

語学校への留学生お
外国人技能実習生へ、
の寄贈。

2019.12 茨城県 5名
茨城県内

の外国人
約 50名 0

児童 の最善の
利益のための
養子縁組 あっ
せ ん事業及び
関連事業

今年度は実施せず。

海外 における
里規制度の構
築・ 組織設立
又はその支援
事業

モンゴル・インドネシアの
現地協力者 と里親支援プ
ログラムの構築。

2020_01

モンゴル・

イ ン ドネ

シア・東京

NPO事務所

5名

国 際 協 力

に 関 心 の

あ る 一 般

市民

約 30名 0

諸 外 国 との
相 互 理 解 を
深 め るた め
の 交 際 交 流
イ ベ ン トの
運 営 又 は そ
の 他 支 援 事
業

インドネシア大使館での

交流イベン トの企画 (→

実施は次年度へ延期)。

2020.02 イ ン ド

ネ シ ア

大使館

10名

国際協力

に関心の

ある一般

市民

約 30名 0

前 各 号 の 事
業 並 び に ソ
ー ン ャル ビ
ジネ ス 等 に
関 す る調 査
研究、普及啓
発 、 人 材 育
成、政策提言
及 び 連 携 促
進 に係 る事
業

今年度は実施せず。

そ の 他 目的
を 達 成 す る
た め に 必 要
な事業

今年度は実施せず。



書式第 13■ (法第 28条関係)

2019年 度 活動計算書 (そ の他事業が生登場合)

事 業 報 告 用

特定非曽利活動法人みらいフオスターリエツンロ瞭錦

(単イ立 .円 )
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書式第 15号 (法第 28条関係 )

2019年 度 貸借対照表

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人みらいフォスターリエゾン国際機構

(単位 :円 )

科 目 金  額 小計・合計
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【A】 資 産 合 計 ①+② 402.845
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前期繰越正味財産額
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0
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書式第 16号 (法第 28条関係 )

2019年 度 計算書類の注記 事 業 報 告 用

特定非営利活動法人みらいフォスターリエツン国際機構

重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法 人会計基準 (2010年 7月 10日 2011年 11月 20日 一部改正 NPO法 人会計

基準協議会)に よつています。

(1)消 費税等の会計処理

税込方式

事業別損益の状況

該当なし

施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当なし

使途等が制約された寄附金等の内訳

該当なし

固定資産の増減内訳

該当なし

借入金の増減内訳

該当なし

役員及びその近親者 との取引の内容

該当なし

その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにす るために必要な事
項

該当な し



書式第 17号 (法第28条関係)

2019年 度 財産目録

事 業 報 告 用

"定
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書式第 18号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

2019年度年間役員名簿 (前■集年度において役員であつたことがある全員の民名及び住所又は居所並
びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

特定上宣利活動法人みらL｀ フォスターリエゾン国際機構

1 確認事項 (法第 20条 及び第 21条 を確認の上 、チ ェックを入れて ください。)

[ゴ以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係)

日:各役員について、親族の規定に違反 していません。 (法第 21条関係 )

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ)

住 所 又 は 居 所
前事業年度内の

就任期間

報酬 を受けた期間

(該 当者のみに記入)氏   名

理 事 監 事

イナガキ ケイコ

稲垣 慶子

2019年

2020年

10月  1日

3月  31日

年  月  日

年  月  日

2 監 事

カタニ フ アヤコ 2019年

2020年

10月  1日

3月  31日

年   月   日

年   月   日片庭 綾子

3 監 事理 事

カフサキ ユキコ 2019年

2020年

10月  1日

3月  31日

年

年

月

月

日

日川崎 有希子

4 監 事理 事

イナガキ アヤ 2019年

2020年

10月  1日

3月  31日

年

年

月

月

曰

日稲垣 綾

5 監 事理 事

ギャドノン アイコ 2019年

2020年

10月  1日

3月  31日

年 月

月

日

日年ギャ ドソン 藍子

6 監 事

イ トウ マサミ 2019年

2020年

10月  1日

3月  31日

年 月

月

日

日年伊藤 正実

7 監 事理 事

クライシ ト 2019年

202041=

10月  1日

3月  31日

年 月

月

日

日年倉石 美都

監 事理 事

+<t -? \) a

山名 員理子

2019年

2020年

10月  1日

3月  31日

年

年

月

月

日

日

監 事理 事

ヒサツネ モ トユキ 2019年

2020年

10月  1日

3月  31日

年  月  日

年  月  日久恒 基之

10 監 事

ア レン アキコ

ア レン 暁子

2019年

2020年

10月  1日

3月  31日

年  月  日

年1   月   日



書式第 18号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

11
監 事

サカモ ト

坂本

マサシ

昌史

2019年

2020年

10月  1日

3月  31日

年  月  日

年  月  日

12
理 事

コゾノ

小 園

ナツキ

夏紀

2019年

2020年

10月  1日

3月  31日

年

年

月   日

月   日



書式第 4号 (法第 10条 。第 28条関係 )

設立・事業報告用

社 員 名 簿 (社 員のうち 10人以上の者の名簿 )

宣赳壁塾塁動上塵型墨望 左丞生型星⊇生 回陛壁盤

氏   名 住 所 又 は 居 所

1

ギヤドソン 藍子

2

伊藤 正実

3

片庭 綾子

4

倉石 美都

5

山名 員理子

6

稲垣 慶子

7

久恒 基之

8

小園 夏紀

9

アレン 暁子

10

坂本 昌史

11

稲垣 綾

12

川崎 有希子


